
別紙１ 

彦根犬上広域行政組合の考え方 

№ 項目 現行の規約 彦根犬上広域行政組合からの提案 

１ 組合名

称 
 

第１条 この組合は、彦根犬上

広域行政組合という。 

（協議会の結果）                    （組合からの新たな提案名称） 

 「彦愛犬広域行政組合」                    「彦根愛知犬上広域行政組合」 

２ 共同処

理する

事務と

その表

記 

 

第３条 組合は、次に掲げる事

務を共同処理する。 
 
 
 
 
（１）墓地、埋葬等に関する法

律（昭和２３年法律第４８号）

第１０条第１項の規定に基づ

く火葬場の設置、経営および管

理に関する事務 
 
（２）廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第

１３７号）第６条の２の規定に

基づく一般廃棄物の埋立処分

に関する事務 
 

（協議会の結果）                    （組合からの新たに提案された表記） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ※提案内容：共同処理する事務の順序の変更 

                                 （１）ごみ処理施設       （１）斎  場 

                                 （２）斎  場         （２）最終処分場 

                                 （３）最終処分場        （３）ごみ処理施設 

共同処理する事務 関係市町 
（１）火葬場の設置お

よび管理運営に関す

る事務 
（２）最終処分場の設

置および管理運営に

関する事務 

彦根市 豊郷町 
甲良町 多賀町 

（３）新しいごみ処理

施設の設置および管理

運営に関する事務 

彦根市 愛荘町 
豊郷町 甲良町 
多賀町 

共同処理する事務 関係市町 
（１）新しいごみ処理施

設の設置および管理運

営に関する事務 

彦根市 愛荘町 
豊郷町 甲良町 
多賀町 

（２）火葬場の設置お

よび管理運営に関する

事務 

（３）最終処分場の設

置および管理運営に関

する事務 

彦根市 豊郷町 
甲良町 多賀町 

 


